
参院選に向けた介護をよくするアクション！～神奈川～

2016年６月９日発行 NO.11  ｢社会保障の解体は許さない！憲法を守りいかす社会をつくろう！！」

STOP！介護改悪 介護ウェーブ2016推進ニュース
－介護の“Big Wave”を広げよう！－ 

神奈川民医連介護ウェーブ

推進ニュースＮｏ.８１より



第59回社会保障審議会・介護保険部会（2016 年 6月 3日） 

新たな介護の担い手として「介護助手」を提起！ 
６月３日に開催された第５９回社会保障審議会・介護保険部会では、介護人材の確保（生産性向上・業務

効率化等）のテーマについて議論が行われ、厚労省から、介護人材の類型化・機能分化の方策として「介護

助手」が提起されました 。 （以下、提出された資料の内容） 

出席する委員会からは「生活援助の行

為だけを見て、専門性が無いというのは

間違っている。１つ１つの行為に観察や

アセスメントがあり、その方の自立支援

を目指すことを目標としている」（日本

介護福祉士会）、「生活援助は家事代行

ではない。ヘルパーが行うからこそ利用

者は安心していられる」（認知症と人と

家族の会）、などの反対意見が相次ぎ、

「処遇改善こそ介護人材確保策の最良策」

との意見が多くの委員からあがりました。 

その他、ロボット活用や外国人介護人

材の活用についても「ロボットにはでき

ること、できないことがあり、誤った利

用をすれば、利用者の自立を損なうこと

にもつながる」、「技能実習制度は制度

の趣旨に沿った活用をするべきだ。外国人の受け入れを拡大することで日本人介護職の処遇改善がすすまな

くなる恐れがある」などの意見が出されました。 

第59回介護保険部会の資料はコチラ ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126427.html

【お願い】各地の介護ウェーブの取り組みをニュース又はホームページへ掲載します。とりくみがありましたら 

写真と記事（４００字程度）を事務局までお寄せください。 

お問い合わせは、「介護ウェーブ推進本部」事務局：東、吉澤

TEL：03-5842-6451／FAX：03-5842-6460 E-mail：min-kaigo@min-iren.gr.jp

「介護助手」イメージ（全国老健協会提出） 


